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新交通管理システム（ＵＴＭＳ）懇談会開催の主旨

【背景】
・「警察によるＩＴＳの今後の展開～ＵＴＭＳ全体構想～（平成１４年８月警察庁交通局）」が策
定されてから３年以上が経過し、次期構想の策定に向けた検討を行う必要がある。
・平成２０年度からの次期「社会資本整備重点計画」を視野に安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）
等の整備方針を検討する必要がある。
・「ＩＴ新改革戦略（平成１８年１月１９日ＩＴ戦略本部決定）」において、交通事故死者数５，０００
人以下を達成する施策の一つとしてＤＳＳＳの全国への展開が定められた。

【ＩＴ新改革戦略より抜粋】
世界一安全な道路交通社会－交通事故死者数５，０００人以下を達成－
実現に向けた方策
３．２０１０年度から安全運転支援システムを事故の多発地点を中心に全国への展開を図るとともに、同システ
ムに対応した車載機の普及を促進する。

【趣旨】
・ＤＳＳＳの実現を始めとするＵＴＭＳの更なる普及促進に向け、光ビーコンの特性や新たに
必要とされる技術を勘案しつつ、産学官の有識者の方々に今後のＵＴＭＳのあり方について
御議論いただく。
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新交通管理システム（ＵＴＭＳ）懇談会　委員名簿（敬称略）
座長　　　　　　坂内　正夫　　国立情報学研究所所長
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資料３ 
第２回 新交通管理システム（UTMS）懇談会 議事要旨 

 
１ 開催日時・場所 
日時：平成１８年５月２２日（月）１３：３０～１５：００ 
場所：合同庁舎２号館 １６階 警察庁 第１会議室 
 
２ 出席者（敬称略、順不同） 
＜委員＞ 
坂内（座長）、赤羽、桑原、（代）秋月、岩越、小林、西田（稔）、瀬戸、辻、
寺島、時津、半場、藤井、柳内、西田（泰）、矢代、影山、佐々木、種谷、
水本、牛田 
＜オブザーバ＞ 
（代）中村、渡邊、長谷川、（代）藤原 

代理出席は（代）と標記 
 
３ 議事概要 
・ 事故類型ではなく、事故要因に対応した対策を施すべき。 
・ システムの評価については、事故削減件数以外に車や人の挙動変化による
評価等も検討すべき。 
・ ドライバーに情報過多のストレスを与えない実用的な情報提供の方法につ
いての検討は重要である。 
・ 利用するメディアについては、情報の提供と収集で異なるものを利用して
もよいのではないか。 
・ センシング技術については、正確性の精度について検討が必要。 
・ 実現できる技術から段階的に実現すべき。 
・ システムの実験では、事故発生の要因に遡って検討が行えるようにすべき
である。 
・ 実用化に向けては、他のシステムとの連携が重要。 
・ 規制情報の提供については、規制情報のＤＢ化によるカーナビの地図情報
との連携や運転者の行動分析も踏まえて検討していく。 
・ 長期的な視野では、個々のドライバーの運転特性に応じた情報提供が理想。 
・ 路車協調システムが早期に普及して国民に認知されることが重要。 
・ ３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の普及方策についても検討すべき。 
・ 自動車業界としては、誰がどの車両に乗っても同じ情報を受信できるよう
な統一的な基準を策定していく所存。 
・ インフラ側と車載機側の役割分担を明確にすべき。 
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はじめに～新交通管理システム（ＵＴＭＳ）懇談会設置の趣旨 

 

 警察では、道路交通の管理者として、「安全・快適にして環境にやさしい交通

社会」の実現を図るため、警察のＩＴＳであるＵＴＭＳ（新交通管理システム）

を積極的に推進してきた。これまでに、平成８年４月のＶＩＣＳの実用化を始

め、約４万８，０００基の光ビーコンの整備、８種類のサブシステムの実用化

など施策の展開を着実に図ってきたところである。 

しかしながら、情報通信技術の革新は日進月歩であり、ＵＴＭＳについても、

これまでの成果と国民のニーズを踏まえながら、新たな技術の導入による新し

い施策の展開が期待されている。 

 現在のＵＴＭＳの目標・方向性は、平成１４年に策定された「警察によるＩ

ＴＳの今後の展開～ＵＴＭＳ全体構想～」に基づいているが、本構想は既に策

定されてから３年以上が経過し、次期構想の策定に向けた検討を行う必要があ

る。また、平成２０年度には、次期「社会資本整備重点計画」が策定されるこ

とから、これを視野に入れたＵＴＭＳの整備方針を検討する必要がある。加え

て、本年１月にＩＴ戦略本部が決定した「ＩＴ新改革戦略」においては、交通

事故死者数５，０００人以下を達成する施策の一つとしてインフラ協調による

安全運転支援システムの全国への展開が定められたところである。 

 こうした最近の動向を踏まえ、安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）の実用化

を初めとする今後のＵＴＭＳのあり方について議論するために、警察庁交通局

長の私的懇談会として、本年３月８日、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）懇談

会は設置された。本懇談会では、約１年間にわたり討議検討を行い、ＵＴＭＳ

の今後の展開について提言をまとめることとしているが、今般、喫緊の課題で

あるＤＳＳＳの実用化に関して中間取りまとめを行ったものである。 

 ＩＴＳの推進が国家的な目標となった今こそ、日本が誇るべき安全の技術を

世界に向けて発信する時であり、本懇談会の活動が目標達成の一助となること

を期待する。 
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１ ＵＴＭＳの現状 

 

１－１ ＵＴＭＳの整備状況 

 ＵＴＭＳ（Universal Traffic Management Systems:新交通管理システム）と

は、光ビーコンを用いて個々の車両と交通管制システムとの双方向通信等高度

な情報通信技術の活用により、運転者に対してリアルタイムの交通情報を提供

するとともに、安全運転支援、緊急時対応、人の移動・物流の効率化を含めた

交通流の積極的管理を行い、道路交通の安全・円滑及び交通公害の防止を図り、

「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステムである

（図１参照）。 

ＵＴＭＳは、高度交通管制システム（ＩＴＣＳ）を中心として、次の８種類

のサブシステムから構成されている。 

 

① 交通情報提供システム（ＡＭＩＳ） 

 ＡＭＩＳ(Advanced Mobile Information Systems)は、運転者等に対し、渋滞、

事故、目的地までの旅行時間等の交通情報を様々なメディアを通じてリアルタ

イムに提供することにより、交通流の自律的な分散、交通渋滞の緩和、運転者

の心理状態の改善等を図るシステムである。ＶＩＣＳ（道路交通情報通信シス

テム）を活用した光ビーコンによる情報提供もＡＭＩＳの一つであり、平成１

７年度末現在、４７都道府県で運用中である。 

なお、ＶＩＣＳ車載機の累計出荷台数は平成１７年度末現在、約１，５００

万台である。 

 

② 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ） 

 ＰＴＰＳ(Public Transportation Priority Systems)は、バス専用・優先レ

ーンの設定等の交通規制に加え、バス優先の信号制御を行うことにより、バス

の優先通行を確保して、バスの定時性及び利便性の向上を図るシステムである。

平成１７年度末現在、３８都道府県で運用中であり、総延長距離は５８３キロ

メートルとなっている。（事例：平成１６年埼玉県に導入されたＰＴＰＳ区間約

３．５ｋｍ区間では平均運行時間が２分（１３％）改善され、交差点停止回数

は３回（３２％）減少した。） 

 

③ 車両運行管理システム（ＭＯＣＳ） 

 ＭＯＣＳ(Mobile Operation Control Systems)は、光ビーコンにより収集し

た事業用車両の走行位置等の情報を事業者等に提供することにより、その事業

者が行う運行管理を支援し、交通の円滑等を図るシステムである。平成１７年
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度末現在、１１道府県において運用中である。 

 

④ 交通公害低減システム（ＥＰＭＳ） 

 ＥＰＭＳ(Environment Protection Management Systems)は、交通公害の状況

に応じた交通情報提供や信号制御を行うことにより、排気ガス、交通騒音等を

低減し、環境保護を図るシステムである。平成１７年度末現在、神奈川、静岡

及び兵庫県において運用中である。 

 

⑤ 安全運転支援システム（ＤＳＳＳ） 

 ＤＳＳＳ(Driving Safety Support Systems)は、運転者に対し、周辺の交通

状況等を視覚・聴覚情報により提供することで、危険要因に対する注意を促し、

ゆとりを持った運転ができる運転環境を創り出すことにより、交通事故を防止

することを目的としたシステムである。平成１７年度末現在、愛知県で運用中

であるほか、１８年度には、東京都でモデル事業を行うこととしている。 

 

⑥ 現場急行支援システム（ＦＡＳＴ） 

 ＦＡＳＴ(Fast Emergency Vehicle Preemption Systems)は、緊急車両の出動・

通行回数が多い地区において、光ビーコンにより緊急走行中の緊急車両を検知

し、優先的に走行させる信号制御を行うことで、緊急車両が現場や医療機関等

に到着するまでの時間を短縮するとともに、緊急走行に起因する交通事故の防

止を目的としたシステムである。平成１７年度末現在、９都道府県で運用中で

ある。（事例：平成１６年千葉県に導入された救急車を対象とするＦＡＳＴでは、

１６ｋｍの区間で、青信号での通過率が３６％向上し、平均所要時間が１分１

２秒（７％）短縮した。） 

 

⑦ 緊急通報システム（ＨＥＬＰ） 

 ＨＥＬＰ(Help system for Emergency Life saving and Public safety)は、

ＧＰＳ技術の活用により、運転中の事故発生時にその発生場所等の情報を携帯

電話等を用いて即時かつ正確に通報し、救命率の向上等を図るシステムである。

全国都道府県警察の通信指令室において、本システムによる緊急通報に自動的

に対応できるようになっている。 

 

⑧ 歩行者等支援情報通信システム（ＰＩＣＳ） 

 ＰＩＣＳ(Pedestrian Information and Communication Systems)は、高齢者、

身体障害者等が携帯する端末装置と信号機に併設した通信装置との双方向通信

により、信号機の表示等を音声で知らせたり、歩行者用青信号の延長を行った
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りして、安全で快適な通行を支援するシステムである。平成１７年度末現在、

３１都道府県で運用中である。 

 

 

１－２ 光ビーコンの特性及び整備状況 

 ＵＴＭＳのキーインフラである光ビーコンは、車両感知機能を有する双方向

通信装置である（図２参照）。平成１７年度末までに約４万８，０００基が整備

され、「光ビーコンを２００５年度までに都市部の主要な一般道路等を概ねカバ

ーできるように整備する」としたe-Japan重点計画２００４の目標を達成した。 

 光ビーコンの通信媒体である近赤外線は、「指向性が高く、走行車線間で通信

の相互干渉が発生しないため、日本のような狭い道路に適した路車間通信シス

テムの構築が可能である」、「小型で設置や取扱いが容易」、「コストが安価であ

る」などの特徴がある。 

 自動車との双方向通信が可能なインフラがこれだけ普及している国は、日本

だけであり、世界をリードしている。この貴重なインフラ資産の更なる有効活

用を図るべきである。  

 

 

２ 交通事故を抑止する安全運転支援システム（ＤＳＳＳ） 

 

２－１ 最近の交通事故の状況 

 平成１７年の交通事故死者数は６，８７１人と、昭和３１年以来４９年ぶり

に７，０００人を下回り、過去最悪であった昭和４５年の４割近くにまで減少

するに至った。しかしながら、死傷者数については、１１６万３，５０４人と

依然として高水準で推移している。 

交通事故の発生状況を事故類型別に見ると、「追突事故及び出会い頭衝突事故

が交通事故の大半を占めている」という特徴があり（図３参照）、また、法令違

反別に見ると「安全不確認、脇見運転など運転者のミスに起因する事故が多い」

という特徴がある（図４参照）。 

交通事故防止については、政府において、平成１５年に「１０年間で交通事

故死者数を５，０００人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指す」と

の目標が掲げられた。第８次交通安全基本計画は「交通事故のない社会」を究

極の目標とし、平成２２年までの数値目標として「交通事故死者数を５，５０

０人以下にする」「交通事故死傷者数を１００万人以下にする」ことを掲げてい

る。 

政府目標の達成には、これまでの重大事故防止対策等に加え、交通事故の発
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生そのものを減少させる交通安全対策を積極的に推進する必要があり、交通事

故の原因の大半を占めている安全不確認、漫然運転、脇見運転といった人間の

不注意による事故を減少させることが必要不可欠である。 

 

 

２－２ ＩＴ技術を活用した安全運転支援システム 

 ドライバーの不注意による事故を防止するために、ＩＴ技術を活用した様々

な安全運転支援システムが研究開発されてきた。これを大別すると、自律型シ

ステムと通信型システムに分かれる。 

 自律型システムは、自動車に内蔵された各種センサーによって、前方の障害

物や前走車との車間、車両の蛇行などを検知し、ドライバーに警告するなどし

て自動車の安全な運転を支援するもので、我が国では先進安全自動車（ＡＳＶ）

として研究開発が行われてきた。ＡＳＶ技術の中には、衝突被害軽減ブレーキ、

レーン・キープ・アシストなど既に実用化されたものも多く、これらが普及す

れば交通事故の抑止に大きな効果が上がるものと期待されている。ただし、自

律型システムでは、センサーの届く範囲外の危険を検知できないため、出会い

頭事故や右折事故等に対応できないという限界がある。 

 通信型システムは、路側装置対車両（路車間通信型）、車両対車両型（車車間

通信型）の間で潜在的な危険に関する情報の通信を行い、ドライバーの安全運

転を支援するもので、自律型システムでは対応できない事故形態への対応が可

能である。 

 警察庁では、光ビーコンを通信手段とする路車間通信型の安全運転システム

としてＤＳＳＳの研究開発を行ってきた。 

 

 

２－３ ＤＳＳＳの開発の経緯 

ＤＳＳＳの調査・研究・開発は、ＩＴＳ技術を活用してドライバーの負荷を

軽減し、ゆとりを持った運転ができる環境を創り出すことにより、交通事故の

削減を図ることを目的とし、（社）新交通管理システム協会（以下「ＵＴＭＳ協

会」という。）において平成１０年から開始されており、これまでに次の１１種

類のサブシステムの機能検討提案がまとめられている。 

 

・ 一時停止規制情報提供システム 

・ 出会い頭衝突情報提供システム 

・ 速度情報提供システム 

・ 対向車接近情報提供システム 
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・ 危険ゾーン回避制御システム 

・ 左折巻き込み（二輪車）情報提供システム 

・ 歩行者横断情報提供システム 

・ 事故態様情報提供システム 

・ 本線合流支援情報提供システム 

・ 追突防止情報提供システム 

・ 右折衝突情報提供システム 

 

また、ＵＴＭＳ協会では、実用化に向けたフィールド実験についても積極的

に実施されており、最近では、平成１４年度から平成１６年度にかけて、「事故

態様情報提供システム」、「追突防止情報提供システム」、「歩行者横断情報提供

システム」、「速度情報提供システム」、「本線合流支援情報提供システム」の５

つのサブシステムについて、愛知県豊田市において、フィールド実験が実施さ

れた。アンケート結果によると５つのサブシステムとも７～８割以上の被験者

から有効であるとの評価を得た。実験成果についてはＩＴＳ世界会議愛知・名

古屋２００４において発表がなされ、あわせて、テクニカルツアーによる実験

システムの体験が実施された。 

平成１７年度においては、愛知県豊田市において「右折待ち車両追突防止情

報提供システム」、「右直事故防止情報提供システム」の公開実証実験が、茨城

県ひたちなか市にある自動車安全運転センター中央研修所において「信号情報

提供システム」、センサーを高度化した「歩行者横断情報提供システム」の実験

がそれぞれ実施されたところである。 

 

 

２－４ 平成１８年度警察庁モデル事業 

 平成１８年度警察庁では、「追突防止情報提供システム」、「事故態様情報提供

システム」、「速度情報提供システム」、「本線合流支援情報提供システム」、「歩

行者横断情報提供システム」の５システムを対象とするモデル事業を東京都内

で実施する。 
このモデル事業は、ＵＴＭＳ協会における実証実験の成果を踏まえ、これら

のシステムを形状の異なる複数の交差点に設置して有効性を検証し、全国展開

に向けてのシステムの仕様化を行うことを目的とするものである。平成１８年

度は、５システムのうち、４システムを公道に設置し、その効果検証を平成１

９年度に実施することを予定している（図５参照）。 
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２－５ 欧米の動向 

米国の動向については、２００５年に新交通運輸関係予算法(SAFETEA-LU)が

成立し、大規模予算に基づき、９つの重点計画を掲げてＩＴＳ計画を推進する

こととしている。安全系システムに関しては、その重点計画の中でＶＩＩ、Ｃ

ＩＣＡＳ、ＩＶＢＳＳが盛り込まれている。中でもＣＩＣＡＳはＤＳＲＣによ

る路車協調型システムによる交差点の安全性向上を目指しており、現在州単位

で実験研究が進められており（ミネソタ州で一時停止、カリフォルニア州で左

折時の車間距離判断の支援システム）、２００９年までに大規模実証実験を予定

している。 

 欧州の動向については、ＥＵが設定した「２０１０年までに交通事故死者５

０％削減」するという目標に向け、欧州規模でのＩＴＳ技術の交通安全への積

極的活用を目指す e-Safety を推進中である。２００７年から始まる次期５年間

計画(FP7)では、安全系システムに関しては、路車協調を特徴とするＰＲｅＶＥ

ＮＴ、ＣＶＩＳ、ＳＡＦＥＳＰＯＴの研究開発が推進される。 

 米国、欧州ともに、交差点等における事故低減への研究開発が推進されてお

り、システムは路車協調型が中心となっている。 
 注：VII(Vehicle Infrastructure Integration Initiative)、CICAS(Cooperative Intersection Collision 

Avoidance Systems)、IVBSS(Integrated Vehicle Based Safety System)､ PReVENT(Preventive and 

Active Safety Applications Integrated Project Proposal)､ CVIS(Cooperative Vehicle-Infra. 

System)､ SAFESPOT 

 

 

３ ＤＳＳＳの展開の方向性 

 

３－１ ＤＳＳＳにより対策を講じるべき事故要因及び事故類型 

ＤＳＳＳは、人間の不注意による事故対策として有効であることから、交通

事故全体に占める比率が高い事故類型のうち、主な事故要因がドライバーの認

知・判断の遅れ、誤りに起因するものについては、大きな対策効果が期待でき

る。 

 比率が高い事故類型としては、追突事故、出会い頭事故、右折時衝突事故、

左折時衝突事故、正面衝突事故、人対車両事故が挙げられる。これらの事故類

型は、いずれも安全不確認、漫然運転、脇見運転等の安全運転義務違反（ドラ

イバーの認知・判断の遅れ、誤りに起因する違反）が事故要因であるものの比

率が高い。これらの事故類型について、その事故要因の分析を行い、当該事故

要因に対応したＤＳＳＳサブシステムを構築することが必要である。 
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３－２ ＤＳＳＳのサービス類型 

 ＤＳＳＳが提供すべき安全運転支援サービスとして、次のサービス類型が考

えられる。 

 

① 追突防止 

② 出会い頭衝突防止 

③ 右折時衝突防止 

④ 左折時衝突防止 

⑤ 正面衝突防止 

⑥ 合流支援 

⑦ 規制情報提供 

⑧ 信号情報提供 

⑨ 事故態様情報提供 

⑩ プローブデータ活用 

 

①～⑥のサービス類型は、事故類型に対応した分類であり、ドライバーから

直接見えない範囲における交通事象に対処するための情報提供等を行うもので

ある。 

なお、３－１で対象とした事故類型のうち、「人対車両」については、路車間

通信による事故防止システムとしては、左折時における歩行者との衝突防止が

対象となることから、「④左折時衝突防止」にまとめている。また、「⑥合流支

援」は、追突事故と出会い頭事故の両方を対象とするものであることから、独

立させた。 

⑦～⑩のサービス類型は、複数の事故類型に対応することから、横断的なサ

ービスとして情報内容や提供方法に着目して分類したものである。 

 

 

３－３ ＤＳＳＳのサービス・レベル 

 ＤＳＳＳが取り得る基本的なサービス・レベルは、「レベルⅠ：情報提供型サ

ービス」であるが、これに加えて、「レベルⅡ：判断型サービス」、「レベルⅢ：

介入型サービス」についても、実用化に向けて研究開発が推進されている。 

 

＜レベルⅠ＞情報提供型サービス 

路側機での交通状況の判断に基づき情報提供を行うもの。 
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 ＜レベルⅡ＞判断型サービス 

 レベルⅠにより提供された情報について、車両が自車の挙動等に基づ

き危険性を判断したうえで、車載機から必要に応じた情報提供を行うも

の。 

 

 ＜レベルⅢ＞介入型サービス 

 レベルⅠにより提供された情報及び自車の挙動等に基づいて、危険を

回避する必要があると車載機が判断したときに介入制御を行うもの。 

 

 

３－４ サブシステムの具体例 

ＤＳＳＳの各サービス類型は、対応する具体的な事故態様、情報提供方法、

サービスのレベルによってさらにサブシステムに細分される。サブシステムの

具体例は次のとおりである（図６－１～図６－６参照）。 

 

（サービス類型１）追突防止 

① 追突防止情報提供システム 

渋滞末尾への追突事故が多発する路線で、渋滞を感知したときに、後

続車に注意情報を提供するもの。 

② 右折待ち追突防止情報提供システム 

右折レーンがない交差点で右折待ち車両を感知したときに、後続車に

注意情報を提供するもの。 

③ 停止・低速車両情報提供システム 

カーブの先等で停止・低速車両を感知したときに、後続車に注意情報

を提供するもの。 

 

（サービス類型２）出会い頭衝突防止 

① 出会い頭衝突防止情報提供システム 

交差道路を走行する車両を感知したときに、注意情報を提供するもの。 

② 出会い頭衝突防止画像情報提供システム 

交差道路を走行する車両の情報を画像（映像）で提供するもの。 

 

（サービス類型３）右折時衝突防止 

① 右直事故防止情報提供システム 

右折時、対向車両を感知したときに、注意情報を提供するもの。 
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② 右直事故防止画像情報提供システム 

右折時、対向車両を感知したときに、注意情報を画像（映像）で提供

するもの。 

③ 二輪車情報提供システム 

右折時、対向二輪車を感知したときに、注意情報を提供するもの。 

 

（サービス類型４）左折時衝突防止 

① 左折時巻き込み防止情報提供システム 

左折時、左側を進行する二輪車を感知したときに、注意情報を提供す

るもの。 

② 歩行者横断情報提供システム 

左折時、横断する歩行者を感知したときに、注意情報を提供するもの。 

 

（サービス類型５）正面衝突防止 

① 対向車接近情報提供システム 

幅員が狭いカーブ等において、対向車を感知したときに、注意情報を

提供するもの。 

 

（サービス類型６）合流支援 

① 本線合流支援情報提供システム 

合流時、合流車線（本線）を走行する車両を感知したときに、注意情

報を提供するもの。 

 

（サービス類型７）規制情報提供 

① 速度情報提供システム 

速度超過による事故が多発する路線で、規制情報を提供するとともに、

速度超過車両に対して注意情報を提供するもの。 

② 一時停止規制情報提供システム 

一時停止違反による事故が多発する交差点で、危険な車速等の車両に

対して注意情報を提供するもの。 

③ 規制情報利用システム 

規制情報（一時停止規制、速度規制等）を提供するとともに、危険な

際には介入制御を実施するもの。 

 このほか、違法駐車車両に伴う事故の多い地点で、駐車しようとする車両に

対して駐車禁止である旨を伝えるシステムなども考えられる。 

 



 １２

（サービス類型８）信号情報提供 

① 信号情報提供システム 

速度が出やすく信号無視による事故が多発する交差点で、ジレンマゾ

ーンに入りそうな車両に対して信号情報を提供するもの。 

② 信号情報利用システム 

速度が出やすく信号無視による事故が多発する交差点で、ジレンマゾ

ーンに入りそうな車両に対して信号情報を提供し、更に車両自身が危険

を回避する必要があると判断した場合、介入制御を実施するもの。 

 

（サービス類型９）事故態様情報提供 

① 事故態様情報提供システム 

事故統計データを基に、時間帯に応じて注意すべき事故の態様に関す

る情報を提供するもの。 

 

（サービス類型１０）プローブデータ活用 

① プローブデータ活用安全運転支援システム 

プローブデータを活用して、より高精度な渋滞情報、天候の変動、急

ブレーキやＡＢＳが作動した箇所等のヒヤリハット箇所などの注意情

報を提供するもの。 

 

 

３－５ 実用化に向けての課題 

① ＤＳＳＳ普及促進に向けた課題 

ＤＳＳＳの普及促進には、ＤＳＳＳによる安全運転支援サービスの価値に

ついて、国民の理解・認識を得ることが必要不可欠である。このため、効果

検証については、事故削減数の評価に加えて、ＤＳＳＳ対応車両の挙動の変

化について分析するなど総合的な効果検証を行う必要がある。 

また、ＤＳＳＳに対応する車載機の普及を促進するためは、走行支援道路

システム（ＡＨＳ）、先進安全自動車（ＡＳＶ）といった、他の安全運転支

援システムとの連携・連動や機能の整合性を図るなど利用者の利便性や経済

性を考慮して、車載機の開発を推進する必要がある。 

また、３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の普及方策についても検討が必要

である。 

 

② 適切な情報提供のあり方に関する課題 

ＤＳＳＳによるドライバーへの情報提供については、ドライバーが余裕を
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もって対応できる適切なタイミングに留意するほか、ドライバーに情報過多

のストレスを与えることがないよう、その受容性について研究を継続するべ

きである。また、ＤＳＳＳを利用するうえでの共通的な機能については、統

一的なヒューマン・マシン・インターフェース（ＨＭＩ）となるように配慮

すべきである。 

 

③ 正しい利用に関する広報・教育の徹底 

センシング技術等のＤＳＳＳを構成する要素技術は日進月歩で進化して

いるものの、性能に限界があるのも事実である。利用者がＤＳＳＳを過信し

すぎることのないように、システムの進化の度合いに応じて、ＤＳＳＳの性

能の限界や正しい使い方についての広報・教育を確実に行うべきである。 

 

④ システムの安定性とフェール・セーフ機能の確保 

ＤＳＳＳは、安全に資するシステムとして利用されるものであることから、

システム障害監視機能を設けるなどにより、システム動作の安定性を確保す

るともに、フェール・セーフ機能についても十分に確保されるべきである。 

 

 

３－６ 路車間通信方式の検討 

 主な路車間通信方式の特性は図７のとおりである。 

ＵＴＭＳのキーインフラである光ビーコンによる双方向通信は、「指向性が高

く、車線間での通信の相互干渉が発生しない」、「直径約 3.5m のスポット通信が

可能であり、車載機に正確な位置情報の提供が可能である」といった特長があ

り、車両の位置が高精度に要求される高度なＤＳＳＳのサービスへの活用が可

能となるなど、極めて有用なメディアである。したがって、ＤＳＳＳの路車間

通信メディアについては、光ビーコンを主要メディアとして使用するべきであ

る。 

一方、ＤＳＳＳサブシステムに要求されるサービスによっては、より広い範

囲での通信や、大容量の通信が求められるものも考えられることから、ＤＳＲ

Ｃ（５．８ＧＨｚ）についても実現すべき機能に応じて補完的に活用すべきで

ある。さらに車両位置の高精度化のため光ビーコンを併用する場面も考えられ

る。 

なお、ＤＳＲＣ（５．８ＧＨｚ）を使用する場合、その車載機については、

開発が進められているスマートウェイＩＴＳ車載機の仕様をベースとし、光ビ

ーコン及びＤＳＲＣ（５．８ＧＨｚ）の両者に対応する一体型のものとなるよ

うに留意することが望ましい。 
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３－７ 今後の整備のあり方 

 「交通事故のない社会」を成果目標として、ＤＳＳＳの整備については次の

方向で推進する。 

 

① 平成１８年度から実施する警察庁モデル事業の対象とするサブシステ

ム（「追突防止情報提供システム」、「歩行者横断情報提供システム」、「速

度情報提供システム」、「本線合流支援システム」、「事故態様情報提供

システム」）については、効果検証を経て平成２０年度からの全国展開

を目指す。 

 

② ＩＴ新改革戦略に基づき平成２０年度までに実施することが予定され

ているインフラ協調による安全運転支援システムに関する官民が連携

した実証実験においては、開発を進めているサブシステムの中から、

平成２２年度からの実用化により真に効果が期待されるものを選択し

て実施し、効果が確認されたものについて全国展開を目指す。 

 

③  ＤＳＳＳの全国展開に際しては、対策箇所の事情に応じ、費用対効果

を勘案した適材適所のサブシステムの整備となるように留意する。 

 

④  ＤＳＳＳのサービス・レベルについては、情報提供型サービス及び判

断型サービスの着実な実用化を推進する。あわせて、介入型サービス

についても調査研究を行い、その成果を見据えながら実用化を目指す。 

 

 

 

以上 
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議 事 要 旨 

 

○ 第１回 新交通管理システム（UTMS）懇談会 

・ 安全に資する ITS が IT 新改革戦略に記述され、安全運転支援システム（DSSS）が国

の重要施策の一つとして取り上げられた。国家目標の実現に向けた使命を感じる。 

・ 光ビーコンは、今年度末現在で全国約４万８千基に到達する見込みであり、これを

有効に活用するとともに、交通事故削減という目的達成のため、他のメディアの利

用について検討する。 

・ 交通事故データの国際比較のため、負傷者数だけでなく社会復帰に必要な費用につい

ても算出すべき。 

・ DSSS の開発に当たっては、ドライバーのニーズ調査を実施するなど、国民が共感・

賛同できるシステムとすべき。 

・ DSSS の整備に当たっては、どのような場所でどのような交通事故が発生しているか

を詳細に分析して検討すべき。 

・ 交通事故情報のデータベースの対象範囲と活用分野を拡大すべき。 

・ 光ビーコンについては、特性を踏まえた整備を行うとともに、その機能について国

民にアピールすべき。 

・ アンケート調査では、全てのドライバー意見の平均となる方法を検討すべき。 

・ 駐車規制情報の提供は交通事故削減に効果があると期待できるため、DSSS の対象と

すべき。 

・ DSSS の整備に当たっては、リアルタイムに提供すべき情報を扱うシステムとそれ以

外のシステムとを切り分け、設置場所等について検討すべき。 

・ 自動車業界は、DSSS の実用化に積極的に協力していく所存。 

・ 交通事故の削減という目的達成のため、最適な手段を検討していくという本懇談会

には共感できる。 

・ 交通事故の削減に向け、官民連携して取り組むべき。 

 

○ 第２回 新交通管理システム（UTMS）懇談会 

・ 事故類型ではなく、事故要因に対応した対策を施すべき。 

・ システムの評価については、事故削減件数以外に車や人の挙動変化による評価等も

検討すべき。 

・ ドライバーに情報過多のストレスを与えない実用的な情報提供の方法についての検

討は重要である。 

・ 利用するメディアについては、情報の提供と収集で異なるものを利用してもよいの

ではないか。 

・ センシング技術については、正確性の精度について検討が必要。 
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・ 実現できる技術から段階的に実現すべき。 

・ システムの実験では、事故発生の要因に遡って検討が行えるようにすべきである。 

・ 実用化に向けては、他のシステムとの連携が重要。 

・ 規制情報の提供については、規制情報のＤＢ化によるカーナビの地図情報との連携

や運転者の行動分析も踏まえて検討していく。 

・ 長期的な視野では、個々のドライバーの運転特性に応じた情報提供が理想。 

・ 路車協調システムが早期に普及して国民に認知されることが重要。 

・ ３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の普及方策についても検討すべき。 

・ 自動車業界としては、誰がどの車両に乗っても同じ情報を受信できるような統一的

な基準を策定していく所存。 

・ インフラ側と車載機側の役割分担を明確にすべき。 

 

 


